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号　　外（82）

  目　　　　　次  

告　　　　　示

　○天災による特別被害地域の指定…………………………………………………………………（農政企画課）…１

  告　　　　　示  

山形県告示第981号

　天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法（昭和30年法律第136号）第２条第５項第１

号及び平成15年５月中旬から９月上旬までの間の低温及び日照不足についての天災による被害農林漁業者等に対す

る資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令（平成15年政令第466号）の規定に基づき、特別被害地域を次

のとおり指定する。

　　平成15年10月29日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

(毎週火・金曜日発行)

　　　旧 市 町 村 の 区 域　　　　　　市 町 村 名　　　

万 世 村米 沢 市

山 上 村

南 原 村

三 沢 村

山 元 村上 山 市

東 小 国 村最 上 町

西 小 国 村
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